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暮
ら
し

国
民
年
金
は
想
定
外
の
リ
ス
ク

に
対
応
で
き
る
「
国
の
保
険
」
で

す
。
国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
す
る
と
、
老
後
の
年
金
だ

け
で
な
く
、
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
ま
で
受
け
取
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

▼
老
齢
基
礎
年
金
︵
65
歳
に
な
っ

た
と
き
︶
︙
国
民
年
金
を
10
年
以

上
納
付
し
た
人
が
65
歳
か
ら
受
け

取
る
老
後
の
た
め
の
年
金
で
す
。

▼
障
害
基
礎
年
金
︵
病
気
や
ケ
ガ

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
︶
︙
国
民

年
金
加
入
中
に
、
病
気
や
ケ
ガ
が

原
因
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の
た

め
の
年
金
で
す
。

※
20
歳
前
に
発
生
し
た
障
害
も
支

給
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金
︵
年
金
を
受
給

し
て
い
た
方
が
亡
く
な
っ
た
と

き
︶
︙
国
民
年
金
に
加
入
中
の
人

が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
遺
族
の
た

め
の
年
金
で
す
。
原
則
、
18
歳
未

満
の
子
の
あ
る
配
偶
者
と
18
歳
未

満
の
子
が
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。

■
問
合
せ　
室
蘭
年
金
事
務
所
お

客
様
相
談
室
（
☎
０
１
４
３
―

24
―
５
０
６
１
）
住
民
税
務
課　

住
民
・
戸
籍
年
金
係
（
☎
74
―

３
０
０
２
）

４
月
１
日
よ
り
、
虻
田
地
区
で

運
行
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
の
運
賃
が
次
の
と
お
り
変
更
と

な
り
ま
す
。

▼
一
般

２
０
０
円
▼
高
齢
者

︵
70
歳
以
上
︶・
障
が
い
者
・
小
学

生

１
０
０
円
▼
幼
児

無
料

虻
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

は
毎
週
月
~
土
曜
日
の
運
行
で

す
。
時
刻
表
な
ど
は
役
場
窓
口
や

各
バ
ス
停
で
確
認
で
き
ま
す
。

■
問
合
せ

企
画
財
政
課
（
☎
74

―
３
０
０
４
）

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
係
留
希
望

者
を
募
集
し
ま
す
。

▼
係
留
場
所

洞
爺
湖
町
虻
田
漁

港
大
磯
分
区

▼
募
集
隻
数

１
隻
（
船
舶
の
長

さ
５
ｍ
以
上
７
ｍ
未
満
）

▼
使
用
料
︵
年
額
︶
船
舶
の
長

さ
１
ｍ
あ
た
り
町
民
６
８
０
０

円
。
町
民
以
外
８
１
０
０
円

▼
係
留
期
間

５
月
１
日
~
令
和

９
年
３
月
31
日
（
年
度
単
位
で
の

１
年
更
新
）

▼
申
込
方
法

申
請
書
は
産
業
振

興
課
に
用
意
し
て
い
ま
す
。（
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）。
申
込
希
望
者
は
電
話
な
ど

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

４
月
10
日
~
22
日

※
希
望
者
多
数
の
場
合
、
加
点
方

式
（
町
内
在
住
の
有
無
な
ど
）
に

よ
る
選
考
を
行
い
、
同
点
者
が
い

た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

産
業
振
興
課
（
☎
74

―
３
０
０
５
）

　
４
月
１
日
か
ら
改
正
道
路
交
通

法
が
施
行
さ
れ
、
自
転
車
の
一
定

の
違
反
に
交
通
反
則
通
告
制
度

（
青
切
符
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
自
転
車
を
運
転

す
る
際
は
「
免
許
は
な
く
て
も
ド

ラ
イ
バ
ー
」と
い
う
意
識
を
持
ち
、

ル
ー
ル
を
守
っ
て
責
任
あ
る
運
転

を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

ら
警
察
庁
の
「
自
転
車

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

総
務
課
自
治
防
災
室

（
☎
74
―
３
０
０
０
）

　
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
の
所

有
（
使
用
）
者
が
納
め
る
道
税
で

す
。
納
税
通
知
書
は
、
５
月
７
日

に
全
道
一
斉
発
送
予
定
で
す
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど

を
使
い
、
納
付
書
に
印
刷
さ
れ
て

い
る
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま

た
は
ｅ
Ｌ
番
号
で
ス
マ
ホ
決
済
ア

プ
リ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

納
税
が
で
き
ま
す
。詳
し
く
は「
地

方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」ま
た
は「
北

海
道
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

札
幌
道
税
事
務
所
自

動
車
税
部
（
☎
０
１
１
―
７
４
６

―
１
１
９
０
）

春
先
か
ら
初
夏
に
か
け
て
、
カ

国
民
年
金
保
険
料
の
未

納
に
注
意
！

国
民
年
金
か
ら

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
係
留

希
望
者
を
募
集
し
ま
す

虻
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
運
賃
改
定

自
転
車
の
交
通
反
則
通
告

制
度︵
青
切
符
︶が
導
入

自
動
車
税
の
納
期
限
は

６
月
１
日
で
す

カ
ラ
ス
の
営
巣
に
よ
る
電

器
事
故
防
止
に
協
力
を

お知らせ
information
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ラ
ス
の
営
巣
が
増
え
、
市
街
地
の

電
柱
に
も
作
ら
れ
ま
す
。
巣
の
材

料
と
な
る
針
金
や
ハ
ン
ガ
ー
な
ど

が
電
線
に
触
れ
る
と
停
電
を
起
こ

す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
巡

視
な
ど
を
行
い
、
電
柱
の
上
に
巣

を
発
見
し
た
ら
取
り
除
い
て
い
ま

す
。
地
域
の
目
撃
情
報
で
巣
を
取

り
除
き
、
停
電
を
防
げ
た
事
例
が

数
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
発
見
し

た
ら
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ　
北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
室
蘭
支
店
（
☎
０
１
２
０

―
０
６
０
―
１
８
１
３
）

　
令
和
８
年
３
月
分(

４
月
納
付

分
）
か
ら
健
康
保
険
料
率
は
10
・

28
％
（
マ
イ
ナ
ス
０
・
03
％
ポ
イ

ン
ト
）、
介
護
保
険
料
率
は
１
・

62
％
（
プ
ラ
ス
０
・
03
％
ポ
イ
ン

ト
）
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
令
和

８
年
４
月
分
（
５
月
納
付
分
）
よ

り
始
ま
る
子
ど
も
子
育
て
支
援

金
率
は
０
・
23
％
と
な
り
ま
す
。 

■
問
合
せ　
全
国
健
康
保
険
協
会

（
協
会
け
ん
ぽ
）北
海
道
支
部（
☎

０
１
１
―
７
２
６
―
０
３
６
４
）

　

近
頃
、
生
活
環
境
課
に
「
犬
の

ふ
ん
」
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
ふ
ん
の
放
置
は
周

囲
を
不
快
に
さ
せ
る
ほ
か
、
衛
生

的
に
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
散
歩

の
際
は
公
共
の
場
所
は
も
ち
ろ
ん
、

他
人
の
家
の
前
や
敷
地
に
ふ
ん
を

放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼ 
飼
い
主
の
責
任

１
・
散
歩
の
際
は
犬
の
ふ
ん
を
持

ち
帰
る
た
め
の
袋
な
ど
を
必
ず
持

参
し
て
下
さ
い
。

２
・
他
人
の
敷
地
な
ど
周
囲
に
迷

惑
を
か
け
る
場
所
で
犬
の
ふ
ん
を

さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

３
・
散
歩
中
は
必
ず
リ
ー
ド
を
付

け
、放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

※
長
過
ぎ
る
リ
ー
ド
は
人
に
も
犬

に
も
危
険
で
す
。

▼
条
例
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

　

犬
の
ふ
ん
の
放
置
に
つ
い
て

は
、
洞
爺
湖
町
さ
わ
や
か
環
境
条

例
で
「
町
民
及
び
滞
在
者
等
は
公

共
の
場
所
及
び
そ
の
他
の
者
が
占

有
す
る
場
所
に
、犬
、猫
等
の
ペ
ッ

ト
の
ふ
ん
を
放
置
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

協
会
け
ん
ぽ
北
海
道
支
部

が
保
険
料
率
変
更
改
定

放
置
さ
れ
た
犬
の
ふ
ん
で

困
っ
て
い
ま
す

児童手当・児童扶養手当制度のお知らせ
１．児童手当
高校卒業までの児童を養育している人全員に支給
されます。出生・転入・転出などのときに手続きが
必要です。公務員は勤務先で手続きしてください。
▶支給対象　18歳到達後最初の３月31日までの児
童を養育している人
▶支給月額　児童の年齢や区分などで金額が変動
（別表参照）
▶支給時期　偶数月にそれぞれの前月分まで（2か
月分）の手当を支給

２．児童扶養手当
死別や離婚などで、父または母と生計を別にして
いる児童を養育している人に支給される手当です。
手当を受けるためには申請手続きが必要です。
▶支給対象　母子家庭の母、父子家庭の父、父ま
たは母に替わって養育している人
▶支給期間　児童が18歳に到達した日以後の最初
の３月31日まで（児童が心身に中程度以上の障がい
を有する場合は20歳未満まで）
▶支給月額　受給者と扶養義務者（同居する家族な
ど）の所得などにより支給月額が変動。そのため、
手当の全部または一部を支給しない場合があります
（全額支給、一部支給、全額支給停止のいずれかに
決定。別表参照）
▶支給時期　奇数月にそれぞれの前月分（２か月分）

までの手当を支給
※これらの手当は申請手続きが遅れると、原則、遅
れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注
意ください。手続きに必要なものは世帯の状況によ
り異なりますので、詳しくは問い合わせください。
■問合せ	 子育て支援課子育て支援係（☎82-7100）

児童手当 区分 支給月額
（１人当たり）

３歳未満
第１子・第２子 15,000円

第３子以降 30,000円

３歳以上
第１子・第２子 10,000円

第３子以降 30,000円

児童扶養手当
支給月額

全額支給 一部支給

第１子 48,050円 48,040円～
11,340円

第２子以降
加算額 11,350円 11,340円～

　5,680円
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お知らせ

供
す
る
名
簿
か
ら
除
外
で
き
ま

す
。

▼
対
象
者

洞
爺
湖
町
に
住
民
登

録
さ
れ
て
お
り
、
令
和
８
年
度
に

18
歳
に
到
達
す
る
人
（
平
成
20
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
21
年
４
月
１

日
に
生
ま
れ
た
人
）

▼
受
付
期
間

４
月
30
日
ま
で

▼
申
請
者

本
人
ま
た
は
法
定
代

理
人
（
保
護
者
な
ど
）
※
情
報
提

供
対
象
者
が
18
歳
に
到
達
し
て
い

な
い
（
未
成
年
）
場
合
は
、
法
定

代
理
人
（
保
護
な
ど
）
が
申
請
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

総
務
課
窓
口
ま
た

は
郵
送
※
法
定
代
理
人
ま
た
は
そ

の
他
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
総
務
課

総
務
係
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

■
問
合
せ　

総
務
課
（
☎
74
―

３
０
０
０
）

　
胆
振
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
で

は
、
会
員
の
親
ぼ
く
と
つ
な
が
り

を
目
的
に
様
々
な
行
事
を
行
っ
て

要
員
の
み
②
６
月
13
日
（
土
）

■
問
合
せ　
防
衛
省
自
衛
隊
札
幌

地
方
協
力
本
部
室
蘭
地
域
事
務
所

（
☎
０
１
４
３
―
44
―
９
５
３
３
）

▼
資
　
格　
高
校
の
入
学
資
格
を

有
し
、
多
数
人
に
飲
食
物
を
供
与

す
る
施
設
で
令
和
８
年
５
月
15
日

（
金
）
ま
で
に
２
年
以
上
調
理
業

務
に
従
事
し
た
者

▼
受
付
期
間　
４
月
30
日
（
木
）

~
５
月
15
日
（
金
）
※
受
験
手
数

料
６
９
０
０
円

▼
試
験
期
日　
８
月
25
日
（
火
）

■
申
込
み
・
問
合
せ　
北
海
道
室

蘭
保
健
所
（
☎
０
１
４
３
―
24
―

９
８
４
７
）　

▼
訓
練
科
名　
情
報
シ
ス
テ
ム
１

（
定
員
20
人
）

調
理
師
試
験

公
共
職
業
訓
練
生
募
集

い
ま
す
。
洞
爺
湖
支
部
で
は
、
胆

振
管
内
の
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
へ
の
参
加
や
バ
ス
の
視
察
研

修
旅
行
、
新
年
親
ぼ
く
会
な
ど
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　
障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る

人
、
新
た
に
手
帳
の
交
付
を
受
け

ら
れ
る
人
の
ほ
か
、
サ
ポ
ー
ト
す

る
賛
助
会
員
も
募
集
し
て
い
ま
す

の
で
仲
間
の
輪
を
広
げ
て
み
ま
せ

ん
か
？

▼
料
　
金　
年
会
費
１
８
０
０
円

■
問
合
せ　
胆
振
身
体
障
害
者
福

祉
協
会
洞
爺
湖
支
部
事
務
局
（
☎

76
―
４
３
６
３
）

▼
募
集
種
目　
①
第
２
回
自
衛
隊

幹
部
候
補
生
②
第
２
回
幹
部
候
補

曹▼
資
　
格　
①
⑴
大
卒
程
度
試
験

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者
⑵
院
卒

者
試
験　
20
歳
以
上
28
歳
未
満
⑶

歯
科・薬
剤
科　
専
門
の
大
卒（
見

込
含
む
）
20
歳
以
上
30
歳
未
満
②

20
歳
以
上
33
歳
未
満

▼
受
付
期
間　

①
②
４
月
22
日

（
水
）
~
６
月
５
日
（
金
）
ま
で

▼
試
験
期
日　
①
６
月
13
日（
土
）

14
日
（
日
）
※
14
日
は
海
の
飛
行

募
　
集

身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

自
衛
官
採
用
試
験

生ごみの約８０％は水分と言わ
れ、ほんの少しの工夫で簡単に
減らすことができます。食品ロ
スの観点からも「生ごみ３キリ
運動」を始めてみませんか？　

以下の QR コードから、食品ロ
スを減らすための事例を紹介し
ております。
はじめよう！
生ごみ３キリ運動
１．使いキリ…食材を必要な分
だけ買い、正しい保存で無駄な
く使い切る。
２．食べキリ…残り物の上手な
保存やアレンジレシピで残さず
食べきる。
３．水キリ…捨てる前に生ごみ
をひと絞りして水気をきる。

第３回
「生ごみを減らそう！」

ゴミを

減らそう
大作戦!!

シリーズシリーズ

■
問
合
せ　
生
活
環
境
課
（
☎
74

―
３
０
０
５
）

現
在
、町
で
は
後
継
者
問
題（
事

業
承
継
）
が
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
実

態
把
握
を
目
的
と
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
回
答
内

容
は
、
今
後
の
支
援
策
や
施
策
の

参
考
と
し
ま
す
の
で

町
内
事
業
者
の
皆
様

は
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

産
業
振
興
課
水
産
・

商
工
係
（
☎
74
―
３
０
０
５
）

町
で
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
第

１
２
０
条
に
基
づ
く
依
頼
に
よ

り
、
防
衛
大
臣
に
対
し
自
衛
官
な

ど
の
募
集
に
関
す
る
募
集
対
象
者

情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
個
人

情
報
の
提
供
を
望
ま
な
い
人
へ
の

配
慮
と
し
て
「
除
外
申
請
」
の
手

続
を
す
る
こ
と
で
、
自
衛
隊
へ
提

行
　
政

事
業
継
承
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

自
衛
官
募
集
の
対
象
者

情
報
除
外
申
請
を
受
付
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お知らせ

30
分
~
15
時
30
分

■
申
込
み
・
問
合
せ　
ウ
ト
ゥ
ラ

ノ
（
☎
76
―
２
７
９
４
）

　
　
　

　
離
職
者
、
求
職
者
、
退
職
を
考

え
て
い
る
人
の
職
業
訓
練
、
再
就

職
な
ど
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
期
　
間　
５
月
29
日
（
金
）
ま

で
※
金
~
日
曜
・
祝
日
を
除
く
９

時
~
19
時
30
分
。
要
事
前
予
約
。

▼
場
　
所　
室
蘭
高
等
技
術
専
門

学
院

②
５
月
21
日
（
木
）
13
時
30
分
~

15
時

▼
場
　
所　

①
観
光
情
報
セ
ン

タ
ー
②
洞
爺
湖
町
役
場

▼
担
　
当　
①
池
田
翔
一
弁
護
士

（
池
田
翔
一
法
律
事
務
所
）
②
井

口
敦
弁
護
士
（
池
田
翔
一
法
律
事

務
所
）

▼
予
約
フ
ォ
ー
ム
は

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

■
問
合
せ

住
民
税
務
課
住
民
・

戸
籍
年
金
係
（
☎
74

－

３
０
０
２
）

　
　

　
相
続
手
続
、
契
約
手
続
、
遺
言

書
や
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
の

作
成
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
　
時　
①
４
月
18
日
（
土
）

②
５
月
16
日
（
土
）
９
時
30
分
~

12
時

▼
場
　
所　
ウ
ト
ゥ
ラ
ノ

■
問
合
せ　
北
海
道
行
政
書
士
会

室
蘭
支
部
（
☎
82

－

７
０
２
３

担
当
:
河
合
）

　
働
き
た
い
人
を
応
援
す
る
無
料

出
張
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
む

ろ
ら
ん
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
働
き
た
い
人
の
就

労
支
援
施
設
で
す
。
そ
の
他
、
就

労
相
談
も
歓
迎
で
す
。

▼
日
　
時　
５
月
９
日
（
土
）
13

時
30
分
~
15
時
30
分

▼
場
　
所　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
伊
達

▼
対
　
象

15
歳
か
ら
49
歳
の
人

と
家
族

■
問
合
せ　
む
ろ
ら
ん
地
域
若
者

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
☎

０
１
４
３
―
50
―
６
１
８
６
）

■
問
合
せ　

室
蘭
高
等
技
術
専

門
学
院
（
☎
０
１
４
３
―
44

－

７
８
２
０
）　

　
金
銭
、
相
続
、
夫
婦
間
、
交
通

事
故
、
消
費
者
問
題
の
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

法
律
相
談
は
事
前
予
約
制
で

す
。
希
望
す
る
人
は
２
日
前
の
17

時
ま
で
に
、
予
約
フ
ォ
ー
ム
も
し

く
は
役
場
住
民
税
務
課
住
民
・
戸

籍
年
金
係
へ
電
話
に
て
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

　
枠
が
埋
ま
り
次
第
締
切
で
す
。

▼
日
　
時　
①
５
月
７
日
（
木
）

無
料
法
律
相
談
会

﹁
行
政
に
関
わ
る
く
ら
し

の
無
料
相
談
会
﹂開
催

働
き
た
い
人
の
た
め
の

出
張
相
談
会

啓
蟄
や
育
ち
ゆ
く
児
の
逞
し
く

　
　
　
　
　
　

佐
藤
美
風

春
雨
や
静
か
な
町
に
夜
来
た
る

　
　

川
上
智
恵

通
い
路
の
露
出
で
来
る
浮
御
堂

　
　

亀
倉
千
鶴
子

啓
蟄
や
も
ぐ
ら
叩
き
の
や
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　

長
曾
我
部
弓
子

わ
た
し
の
う
た

あ
ぷ
た
俳
句
会　

３
月
定
例
会

故宮内順一さん
■１月 24 日■ 89 歳■遺族は八千代さん■財田
故阿部宣子さん
■１月９日■ 97 歳■遺族は輝夫さん■虻６区
故阿部實さん
■２月 15 日■ 76 歳■遺族は真佐子さん■温８区
故畠山好子さん
■２月 17 日■ 89 歳■遺族は美江子さん
故武川キヨミさん
■２月 18 日■ 97 歳■遺族は規幸さん■虻１区
故牧野貞之さん
■２月 22 日■ 89 歳■遺族は幸子さん■虻１区
故守屋富士子さん
■２月 23 日■ 69 歳■遺族は英樹さん■入１区
故秋田和彦さん
■２月 25 日■ 96 歳■遺族は奈樹佐さん■温８区
故山下幸子さん
■２月28日■78歳■遺族は國分利栄子さん■温８区
故稲垣妙子さん
■３月１日■ 71 歳■遺族はさやかさん■虻３区
故中田富子さん
■３月２日■ 85 歳■遺族は篠原豪さん■虻６区
故熊谷希章さん
■３月３日■ 88 歳■遺族は深雪さん■虻８区
故亀田信子さん
■３月５日■ 87 歳■遺族は彦一さん■温１区
故南部てるさん
■３月６日■ 93 歳■遺族は久子さん■青１区

  心からおくやみ
　　　　　　申し上げます 

２月 20日から３月 19日届出分
広報紙への掲載は申請手続きが必要です。

▼
募
集
期
間　
４
月
17
日
（
金
）

ま
で

▼
訓
練
期
間　
５
月
８
日
（
金
）

~
８
月
７
日
（
金
）

▼
実
施
場
所　
ジ
ョ
ブ
ト
レ
室
蘭

■
問
合
せ　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
伊
達

（
☎
23
―
２
０
３
４
）

　
ア
イ
ヌ
刺
し
ゅ
う
に
必
要
な
太

い
縫
い
針
や
は
さ
み
を

収
納
で
き
る
道
具
入
れ

を
作
成
し
ま
す
。

▼
日
　
時

5
月
26
日
（
火
）・

28
日
（
木
）・
30
日
（
土
）
９
時

相
　
談

裁
縫
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
を

持
ち
歩
こ
う

職
業
訓
練
等
個
別
相
談
会
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